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事業所・施設が２以上の都道府県の
区域に所在し、かつ、２以下の地方
厚生局の管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる
事務所が所在す
る都道府県

＊枚方市ホームページの「ページ番号検索」で「３２６０３」と検索してください

【問い合わせ先】

枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課 指導グループ

電話：０７２－８４１－１４６７（直通）

FAX：０７２－８４１－１３２２

新規申請に係る『介護サービス事業者の業務管理体制の整備』に関する届出確認について

すべての事業所・施設が枚方市の区
域にのみ所在する事業者

枚方市

大阪府

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

区分 届出先

【令和３年(2021年)４月１日から】

※介護療養型医療施設の指定事業者につきましては、上記の区
　分による届出先に該当しないことがありますので、指定を受
　けた自治体に確認してください。

事業所・施設が３以上の地方厚生局
の管轄区域に所在する事業者

厚生労働省

すべての事業所・施設が大阪府内の
２以上の市町村の区域に所在する事
業者

申請する法人について、既

に指定や許可を受けた事業

所がありますか？

は
い

いいえ

今回の枚方市への申請と同

時に他の自治体にも指定や

許可の申請をしますか？

いいえ

枚方市が業務管理体制の届

出先です。指定日（許可

日）以降に速やかに届け出

してください。

既に業務管理体制の届出を

行政機関に行っています

か？

いいえ

至急、指定・許可を受けた

自治体に確認のうえ、届出

の手続きを行ってください。

枚方市又は申請先の自治体

に届出先の行政機関などを

確認のうえ、手続きの準備

をしてください。

は
い

今回の申請で、

①届出先の行政機関の変更の有無

②整備する業務管理体制の変更の有無

を届出先の行政機関に確認してください。

変更となる場合は、手続きの準備をして

ください。

枚方市が届出先の場合の手続きなどのご案内について

枚方市内外は

問いません。
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